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○議事日程〔 第１号 〕 

 ９月９日（水曜日）午前１０時 開会 

 ※開会宣告 

※開議宣告 

日程第１  会議録署名議員の指名 
日程第２  会期の決定 
日程第３   第５０号議案から第６１号議案まで及

び報第１２号から報第１５号まで上程 

       提案理由説明 

      ○第６０号議案及び第６１号議案決算 

       審査意見報告 

      ○第５０号議案から第６１号議案まで 

       及び報第１２号から報第１５号まで 

       質  疑 

       委員会付託 

       ［ただし、各決算認定議案（第６０

号議案及び第６１号議案）及び報第

１２号から報第１５号までは除く］ 

日程第４   決算審査特別委員会の設置及び委員選 

      任（委員会付託） 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ    

 

○出席議員（２２名） 

１  番 近 藤 紀 男 
２ 番 成 重 博 文 
３  番  安 達    隆 
４  番  尾 上 真 一 
５  番    山  田  秀  夫 
６  番  松 本 博 彰 
７ 番   中山田  健  晴 
８  番    河  野  徳  久 
９  番    明 石 光 子 
１０ 番 土 谷   力 

１１  番    村 上 和 人 
１２  番    鴛  海  政  幸 
１３  番    後  藤  龍太郎  
１４  番    安  東  正  洋 
１５  番    北 崎 安 行 
１６  番    川 原  直 記 
１７  番    河  野  正  春 
１８  番    山 本 博 文 

 
 
１９  番    菅    健 雄 
２０  番    堂 園 慶 吾 
２１  番    徳 永   浄 
２２  番    大  石  忠 昭 

 
○欠席議員（０名） 

 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長   甲 斐 智 光 

議 事 係 長   清 水 栄 二 

庶 務 係 長    伊 藤 康 輔 

書    記    近 藤 浩 二 
 

○説明のため議場に出席した者の職氏名 

市     長   永 松 博 文 

副  市  長   鴛 海   豊 

代 表 監 査 委 員   井ノ口 豊 則 

会計管理者兼市参事兼会計課長  

            安 東 洋 義 
市参事兼真玉市民センター長 

  岩 永 澄 雄 
市参事兼香々地市民センター長 

  大 園 栄 治 
市参事兼企画情報課長   中 嶋 栄 治 

市参事兼税務課長   尾 造 正 直 
市参事兼消防長   福 光 博 文 
総 務 課 長           桒 原 茂 彦 

財 政 課 長      増 田 正 義 
市 民 課 長   橋 本 和 明 
保 険 年 金 課 長   南 松 豊 久 
子育て・健康推進課長   安 東 道 男 
環 境 課 長       後 藤 則 隆 
商 工 観 光 課 長   佐 藤 之 則 
農 林 振 興 課 長    井 上 晃 一 
農 地 整 備 課 長   河 野 義 雄 
建  設  課  長   野 村 信 隆 
下 水 道 課 長   佐 當 公 夫 
福 祉 事 務 所 長   安 東 良 介 
水 道 課 長   甲 斐 好 信 
総 務 法 規 係 長       佐々木 真 治 
秘 書 係 長     飯 沼 憲 一 
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教育庁 
教  育  長    河 野   潔 
総 務 課 長   奥 田 秀 穂 
学 校 教 育 課 長   早 田 義司郎  

 

○議長（鴛海政幸君）  おはようございます。 

 ただ今の出席議員は２２名で、議員全員の出席で

あります。 

 よって、平成２１年第３回豊後高田市議会定例会

は成立いたしましたので、開会いたします。 

  この際、諸般の報告をいたします。 

 お手元に配付いたしました事務報告書のとおりで

ありますので、ご了承願います。 

○議長（鴛海政幸君）  これより本日の会議を開き

ます。 

 市長ほか関係者の出席を求めましたので、ご了承

願います。 

○議長（鴛海政幸君）  日程第１、会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員に、９番明石光子君及び１０番土

谷 力君を指名いたします。 

○議長（鴛海政幸君）  日程第２、会期の決定を議

題といたします。 

 おはかりいたします。 

 今期定例会の会期は、本日から９月１８日までの

１０日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は本日から９月１８日

までの１０日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定は、お手元に配付してあ

ります会議予定表のとおりであります。 

○議長（鴛海政幸君）  日程第３、第５０号議案か

ら第６１号議案まで及び報第１２号から報第１５号

までを一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  本日ここに第３回定例会を

招集いたしましたところ、議員各位にはご多忙中に

もかかわりませず、ご出席くださいまして誠にあり

がとうございます。 

 諸般の報告の前でございますが、去る７月４日に

元豊後高田市長の倉田安雄氏がご逝去されました。 

 ここに改めて倉田氏の豊後高田市へのご功績に対

し、敬意と感謝の意を表しますとともに、謹んでご

冥福をお祈り申し上げます。 

 それでは、諸般の報告を申し上げます。 

 今年は異常気象続きの天候であり、各地で集中豪

雨による深刻な被害が報道されましたが、本市では

一部の県農道や市道等で法面が崩れるなどの被害は

出たものの、幸いなことに人的な被害をもたらすよ

うな大きな被害はなく、大変安堵しているところで

ございます。 

 しかしながら、不順な天候による日照不足などに

より、農作物の生育が大変心配されますことから、

今後、現在のようなよい天候が続くことにより作物

の成長が順調に回復し、無事に実りの秋を迎えられ

ることを願っております。 

 次に、環境対策についてでございますが、合併を

期に、市内の観光地等のすばらしさの再発見と環境

美化意識の向上をめざして市民の皆様方とともに取

り組んでおります「ごみゼロスタンプラリー」につ

きましては今年で５回目となりますが、本年も６月

の長崎鼻海水浴場を皮切りに、７月は真玉海岸や粟

嶋公園、８月には各自治会もご参加いただき、市内

一斉で清掃活動に取り組みました。 

 また、７月１８日に「キャンドルナイト」を開催

いたしまして、商店街では子どもたちが作ったペッ

トボトルキャンドルや竹の中にキャンドルを灯した

「竹蛍」が立ち並び、幻想的な風景の中で、風情の

あるスローな時間を過ごしましたが、商店街では人

通りが少なかったのが残念でありましたことから、

今後、取組方法等についても検討してまいりたいと

考えております。 

 さらに、８月１日には玉津商店街を主会場に、夏

の風物詩となりました「打ち水大作戦」を開催し、

特に子どもさん方にはたくさんのご参加をいただき

ながら、浴衣を着てお風呂の残り水などを利用した

打ち水を行い、エコな「涼」を体感いたしました。 

 次に、観光についてでございます。 

 この度、「昭和の町」のまちづくり活動が、第３１

回サントリー地域文化賞を受賞いたしました。この

賞は、全国各地で地域文化の向上や活性化に取り組

んでいる団体等に対し、財団法人サントリー文化財

団が賞を贈るものでありまして、今回は全国で５団

体が受賞され、大分県内からは１１年ぶりの受賞で

あるとお聞きしております。このような名誉ある賞

をいただきましたことは大変光栄なことであります

とともに、「昭和の町」の取り組みがまた一つ全国的
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に認められたものと大変うれしく思っているところ

でございます。 

 さらに、「昭和の町」の中核施設でございます「旧

共同野村銀行社屋」が、国の有形文化財として登録

されました。こうした昭和の時代の建造物を文化財

として位置づけることは、市民の財産としてのみな

らず、「昭和の町」の価値をさらに高めることにもつ

ながるものと考えております。 

 また、ボンネットバスにつきましては、議員各位

や市民の皆様方に大変ご心配をおかけいたしました

が、広島、山口、福岡そして大分と各地で観光宣伝

活動の大役を果たし、７月１８日に無事「昭和の町」

に到着し、職人の手作りにより復元された待望のボ

ンネットバスが市民の皆様方や観光客に披露され、

当日は歓迎イベントも盛大に行われるなど、終日大

勢の人で賑わいました。 

 現在、土曜日・日曜日・祝日を中心に「昭和の町

周遊コース」及び「市内の各観光地を周遊するコー

ス」を運行し、大変好評をいただいております。今

後はこのボンネットバスを観光振興の目玉として有

効に活用してまいりたいと考えております。 

 また、大分交通と広交観光が共同で運行し、大分

と徳山・広島を結ぶ高速バス「別府ゆけむり号」に

つきまして、この度、本市を経由する運行路線に変

更していただくことができました。１０月１日より、

本市と広島方面との間に直行便ができますことから、

今後は、広島、山口からの観光客の誘致にも力を入

れてまいりたいと考えております。 

 また、恒例となりました高田観光盆踊り大会にお

きましては、４３チーム、総勢約１，０００人の踊

り子の方々が昭和の町の中を踊り、草地踊り保存会

の特別出演が花を添え、大会の最後には、本市経済

の活性化をめざして本年度取り組んでおります「ぶ

んごたかだ夢応援宣言事業」の前期抽選会も実施さ

れるなど、大盛況でございました。 

 次に、正起金属加工株式会社大分工場が、製鋼用

アルミ脱酸剤の製造設備を新設いたしたことにつき

ましては、本年第１回臨時会でもご報告いたしまし

たが、９月１日から正式に製品の製造を開始し、３

日には広瀬知事立ち会いの下、大分県庁で生産再開

の表明をしていただきました。不況が続く中での今

回の表明は、大変喜ばしいことでありまして、同社

の杉田代表取締役社長も本市に対して思い入れが大

変深く、すでに地元から５名の新規採用を行ってい

ただいているところであり、来春には合計で２０名

の雇用をされるとお聞きしておりますことから、本

市の産業振興に大きく寄与するものと思っている次

第でございます。 

 次に、学力テストについてでありますが、県基礎・

基本定着度状況調査につきまして、県下の小学校５

年生は国語と算数の２教科を、中学校２年生は国語

と数学と英語の３教科を対象に実施されました。結

果といたしましては、５年連続で両学年、全教科と

も全国平均を上回り、県内トップクラスの結果でご

ざいました。 

 また、全国学力・学習状況調査につきましては、

全国の小学校６年生と中学校３年生の国語と数学を

対象に実施されました。結果といたしましては、両

学年とも全国平均を上回り、全体的にも昨年を上回

る結果でありました。これは、学びの２１世紀塾を

始めとした「教育のまちづくり」に取り組んできた

成果が着実に現れているものと考えております。 

 次に、行政改革の財政効果についてご説明いたし

ます。 

 実施計画に掲げております８１項目の取り組みと

投資的事業の見直しにより、平成２０年度単年度で

は、約７億９，４００万円の財政効果がございまし

た。これにより、当初、平成１７年度から平成２１

年度までの５年間で２１億１，２３０万円の計画目

標額をたてておりましたが、４年経った現在の実施

効果額といたしましては約２０億４，０００万円と

なり、これは計画目標額の約９６．５パーセントに

達することから、おおよそ目標額に近づいており、

本市の行政改革は順調に進捗しているところでござ

います。 

 一方で、財政の弾力性を示す経常収支比率は９６．

１パーセントで、平成１９年度の９５．９パーセン

トと比較すると０．２パーセント悪化しております。 

 先般公表されました平成２２年度の地方交付税は、

平成２１年度に比べ６６１億円、率にして０．４パー

セントの増となっていますが、今回の国の政権交代

により財源の問題等から不安な状況であります。ま

た、景気回復によって税収増も期待しておりました

が、これも大変不透明な状態となってまいりました。 

 こうしたことから、現行の実施計画は本年度で最

終年を迎えておりますが、まずは現行計画を着実に

実施するとともに、これまでの計画について全体的

な検証を行い、引き続き行政改革を継続してまいり

たいと考えております。 

 それでは、本定例会に提案いたしました議案及び
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報告につきまして、その大要をご説明申し上げます。 

 初めに、予算及び決算関係の議案及び報告につい

てでございます。 

 第５０号議案の平成２１年度豊後高田市一般会計

補正予算（第４号）につきましては、２億８，４９

２万９，０００円の増額補正で、補正後の予算総額

は１４９億８，９６８万９，０００円となります。

その財源につきましては、国庫支出金、県支出金、

繰越金、市債等で措置しております。 

補正予算の内容につきましては、まず総務費では、

緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用し、ケーブ

ルネットワーク事業加入者に提供している機器の操

作方法等の問い合わせに対応する「ケーブルネット

ワークＩＣＴサポート事業費」などを計上しており

ます。 

 民生費では、平成１５年４月２日から平成１８年

４月１日の間に生まれた子どもを対象に、１人当た

り３万６，０００円を支給する「子育て応援特別手

当給付事業費」、住宅を喪失している離職者等に対し

て住宅手当を支給する「住宅・生活支援対策事業費」、

緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用し、ひとり

暮らしの高齢者等に対して緊急通報システムの説明

及び加入促進等を行う「在宅高齢者等地域福祉サー

ビス事業費」などを計上しております。 

 衛生費では、火葬場建設に伴う用地購入費及び実

施設計委託業務等の火葬場建設事業費、一次保管施

設に保管している焼却灰等を最終処分場へ運搬処理

する「焼却灰等最終処分事業費」、国保連合会の補助

事業を活用し、健康推進員に対する研修等を実施す

る「健康推進員研修事業費」、緊急雇用創出事業臨時

特例交付金を活用し、花いろトレーニングルームで

のトレーニング機器の使い方や運動プログラムのア

ドバイスを行う「スポーツトレーナー設置事業費」

などを計上しております。 

 農林水産業費では、白ねぎの加工機械等の整備に

要する経費を助成する「農山漁村活性化支援プロジェ

クト交付金事業費」、こねぎハウスの整備に要する経

費を助成する「ブランドを育む園芸産地整備事業費」、

緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用し、そばの

生産及び加工に係る人材の育成を図る「豊後高田そ

ば産地確立事業費」、県営農道整備事業負担金などを

計上しております。 

 商工費では、緊急雇用創出事業臨時特例交付金を

活用し、観光地において景観を損ねている草木の除

去や観光案内板の清掃等を行う「観光施設美化清掃

事業費」などを計上しております。 

 土木費では、緊急雇用創出事業臨時特例交付金を

活用し、各種建築物の耐震診断・耐震改修の相談に

対応する「建築耐震推進員設置事業費」などを計上

しております。 

 教育費では、不登校・いじめ等の指導・研究を行

う「問題を抱える子ども等の自立支援事業費」、学習

指導要領の変更に伴う理科の授業拡大にあわせた

小・中学校の理科教材の購入にかかる経費、全国・

九州中学校体育大会出場費補助金などを計上してお

ります。 

 災害復旧費では、７月２４日から２６日までの豪

雨により被害を受けた農地４件、施設２件に係る現

年発生農林水産施設補助災害復旧事業費及び６月２

９日から３０日までの豪雨により被害を受けた市道

５件に係る現年発生公共土木施設補助災害復旧事業

費を計上しております。 

 第５１号議案の平成２１年度豊後高田市介護保険

特別会計補正予算（第２号）につきましては、６，

１８３万７，０００円の増額補正で、補正後の予算

総額は２５億４２５万２，０００円となります。 

 補正予算の内容につきましては、介護予防教室実

施体制強化事業費、生活・介護支援サポーター養成

事業費並びに平成２０年度国庫支出金、県支出金及

び支払基金交付金の精算償還金を計上しております。 

 第５２号議案の平成２１年度豊後高田市水道事業

会計補正予算（第２号）につきましては、収益的収

入の内、１款「水道事業収益」の２項「営業外収益」

を３７万円増額し、収益的支出の内、１款「水道事

業費用」の１項「営業費用」を３７万円増額するも

のでございます。 

 補正予算の内容につきましては、水道量水器位置

情報等データベース化事業費を計上しております。 

 第６０号議案の平成２０年度豊後高田市歳入歳出

決算の認定につきましては、地方自治法第２３３条

第３項の規定により、平成２０年度豊後高田市歳入

歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付

するものでございます。 

 各決算は、平成２０年度の予算に計上し、平成２

０年４月１日から出納整理期間である平成２１年５

月３１日までの間に会計処理を行ったものでござい

まして、各会計における主要な施策の成果につきま

しては、別冊の「主要施策の成果説明書」のとおり

でございます。 

 まず、平成２０年度豊後高田市一般会計歳入歳出
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決算につきましては、歳入総額１４４億４，６５１

万２，０４９円、歳出総額１４１億４５万１，１７

０円、差引３億４，６０６万８７９円となり、繰越

明許費として翌年度に繰り越すべき財源を差し引い

た実質収支額は、２億８，１１１万４，８７９円と

なります。 

 歳入の主なものは、市税、地方交付税、国庫支出

金、県支出金及び市債で、歳出の主なものは、定額

給付金給付事業費、道路新設改良事業費、企業立地

促進奨励金、各特別会計への繰出金、退職手当、地

域総合整備資金貸付金及び地域振興基金積立金です。 

 次に、平成２０年度豊後高田市国民健康保険特別

会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額３２億

８，３２６万９，４４１円、歳出総額３１億８，５

９９万８，８８４円、差引９，７２７万５５７円と

なり、実質収支額も同額でございます。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税、国庫支出金、

県支出金、療養給付費交付金及び一般会計繰入金で、

歳出の主なものは、一般被保険者・退職被保険者等

療養給付費負担金、後期高齢者支援金、老人保健拠

出金、介護納付金及び共同事業拠出金です。 

 次に、平成２０年度豊後高田市後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額２億

９，６１６万８，８８４円、歳出総額２億９，０９

８万１８円で、差引５１８万８，８６６円となり、

実質収支額も同額でございます。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料、国庫

支出金及び一般会計繰入金で、歳出の主なものは、

後期高齢者医療広域連合納付金です。 

 次に、平成２０年度豊後高田市老人保健特別会計

歳入歳出決算につきましては、歳入・歳出総額とも

４億８７９万９，４９２円となり、実質収支額は０

円でございます。 

 歳入の主なものは、支払基金交付金、国庫支出金

及び一般会計繰入金で、歳出の主なものは、老人医

療給付費です。 

 次に、平成２０年度豊後高田市介護保険特別会計

歳入歳出決算につきましては、歳入総額２５億２，

６２３万７，９５９円、歳出総額２４億５，７４７

万２，５７３円、差引６，８７６万５，３８６円と

なり、実質収支額も同額でございます。 

 歳入の主なものは、介護保険料、国庫支出金、県

支出金、支払基金交付金及び一般会計繰入金で、歳

出の主なものは、居宅介護サービス給付費及び施設

介護サービス給付費です。 

 次に、平成２０年度豊後高田市簡易水道事業特別

会計歳入歳出決算につきましては、歳入・歳出総額

とも４，８８０万９０５円となり、実質収支額は０

円でございます。 

 歳入の主なものは、簡易水道使用料及び一般会計

繰入金で、歳出の主なものは、施設維持管理関係費

及び公債費です。 

 次に、平成２０年度豊後高田市公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算につきましては、歳入・歳出総

額とも１１億６，６５７万４，４２７円となり、実

質収支額は０円でございます。 

 歳入の主なものは、公共下水道使用料、一般会計

繰入金及び市債で、歳出の主なものは、施設維持管

理関係費、下水道整備事業費及び公債費です。 

 次に、平成２０年度豊後高田市特定環境保全公共

下水道事業特別会計歳入歳出決算につきましては、

歳入・歳出総額とも２億７，３３６万６，８５０円

となり、実質収支額は０円でございます。 

 歳入の主なものは、特定環境保全公共下水道事業

分担金、国庫支出金、一般会計繰入金及び市債で、

歳出の主なものは、施設維持管理関係費、下水道整

備事業費及び公債費です。 

 次に、平成２０年度豊後高田市農業集落排水事業

特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入・歳出

総額とも５，７２２万４，９９１円となり、実質収

支額は０円でございます。 

 歳入の主なものは、農業集落排水施設使用料及び

一般会計繰入金で、歳出の主なものは、施設維持管

理関係費及び公債費です。 

 次に、平成２０年度豊後高田市漁業集落排水事業

特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入・歳出

総額とも１，５２５万８，３５４円となり、実質収

支額は０円でございます。 

 歳入の主なものは、漁業集落排水施設使用料及び

一般会計繰入金で、歳出の主なものは、施設維持管

理関係費及び公債費です。 

 次に、平成２０年度豊後高田市ケーブルネットワー

ク事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入・

歳出総額とも１１億９，９５１万６，９４６円とな

り、実質収支額は０円でございます。 

 歳入の主なものは、県支出金、一般会計繰入金及

び市債で、歳出の主なものは、ケーブルネットワー

ク施設整備事業費です。 

 第６１号議案の平成２０年度豊後高田市水道事業

会計決算の認定につきましては、地方公営企業法第
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３０条第４項の規定により、平成２０年度豊後高田

市水道事業会計決算を、監査委員の意見を付けて、

議会の認定に付するものでございます。 

 平成２０年度の実績は、総配水量が前年度に比べ

６，２７４立方メートル減少の１７２万３，７５７

立方メートル、有収水量が前年度に比べ２，４１２

立方メートル減少の１５０万９，２１７立方メート

ルです。 

 収益的収支につきましては、収入総額２億１，７

４２万５，５２８円、支出総額１億９，６８５万１，

６２４円となりました。 

 損益計算による総収益は２億７６５万３７５円、

総費用は１億９，０１０万５，６０６円で、差引１，

７５４万４，７６９円の当期純利益が生じました。 

 資本的収支につきましては、収入総額１億６，８

０４万１，１００円、支出総額２億５，４２６万６，

３６９円で、差引８，６２２万５，２６９円の不足

額が生じましたが、この不足額は、当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額２８６万６１１円、

過年度分損益勘定留保資金５，１７１万３，６０５

円及び当年度分損益勘定留保資金３，１６５万１，

０５３円で補てんしたところでございます。 

 報第１３号の地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律に基づく健全化判断比率につきましては、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項の規定により、平成２０年度決算に基づく健全化

判断比率を監査委員の意見を付けて報告するもので

ございます。 

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、収支が黒

字となっていますのでございません。 

 実質公債費比率は１６．６パーセント、将来負担

比率は８６．１パーセントとなっています。いずれ

も、財政健全化計画を策定し、自主的に改善努力を

行うこととなる早期健全化基準の値を下回っていま

すので、健全な段階にあると考えております。 

 報第１４号の地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律に基づく資金不足比率につきましては、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１

項の規定により、平成２０年度決算に基づく特別会

計等の資金不足比率を監査委員の意見を付けて報告

するものでございます。 

 各会計ともに資金の不足はありませんので、比率

はございません。 

 次に、予算及び決算以外の議案及び報告について

でございます。 

 第５３号議案の訴えの提起につきましては、中央

公園の敷地の内、個人の共有名義となっている土地

について、時効取得を原因とする所有権移転登記手

続を請求するため、地方自治法第９６条第１項第１

２号の規定により、議決を求めるものでございます。 

 第５４号議案の中津市との間において定住自立圏

形成協定を締結することにつきましては、本市と定

住自立圏構想の中心市である中津市との間において、

役割分担や連携項目を明示した定住自立圏形成協定

を締結するに当たり、豊後高田市議会の議決すべき

事件に関する条例の規定により、議決を求めるもの

でございます。 

 第５５号議案の市営土地改良事業の計画変更につ

きましては、平成１８年度から田染相原地区におい

て施行している「元気な地域づくり交付金基盤整備

促進事業」の計画変更について、土地改良法第９６

条の３第１項の規定により、議決を求めるものです。 

 第５６号議案の豊後高田市ケーブルネットワーク

施設条例の一部改正につきましては、加入の申し込

みの際に納付する分担金について、引込工事施工前

に家庭の事情等により解約をした場合については、

分担金を還付できるようにするものでございます。 

 第５７号議案の豊後高田市国民健康保険条例の一

部改正につきましては、健康保険法施行令の一部改

正に伴い、被保険者が平成２１年１０月１日から平

成２３年３月３１日までの間に出産したときに支給

する出産育児一時金を増額するものでございます。 

 第５８号議案の豊後高田市介護保険条例の一部改

正及び第５９号議案の豊後高田市後期高齢者医療に

関する条例の一部改正につきましては、社会保険の

保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保

険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、延滞金

の割合を納期限から一定期間の日数について軽減す

るものでございます。 

 報第１２号は、桂川河川プールにおいて発生した

事故について、地方自治法第１８０条第１項の規定

に基づき専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告するものでございます。 

 報第１５号の教育委員会の権限に属する事務の管

理及び執行に係る点検及び評価の結果に関する報告

書につきましては、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２７条第１項の規定に基づき、教育委

員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況につ

いて点検及び評価を行ったので、その結果に関する

報告書を提出するものでございます。 
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 以上で本定例会に提案いたしました議案及び報告

についての説明を終わります。 

 何とぞ慎重審議の上、ご協賛賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（鴛海政幸君）  いいかい。 

○市長（永松博文君）   よろしいですか。ちょっと

読み違いがあった。 

○議長（鴛海政幸君）  はいはい。 

○市長（永松博文君）  すみません、読み違いがあっ

たようですので、訂正させていただきます。 

 交付税、４ページの中ほどに、地方交付税のとこ

ろで「平成２２年の地方交付税は」というところを

「平成２０年度」と読んだようであります。すみま

せん。正確なものは書いておるとおり、「平成２２年

度の地方交付税は」ということでございます。訂正

をさせていただきます。どうもすみませんでした。 

○議長（鴛海政幸君）  次に、第６０号議案及び第

６１号議案について、監査委員に決算審査意見報告

を求めます。 

 代表監査委員井ノ口豊則君。 

○代表監査委員（井ノ口豊則君）  皆さん、おはよ

うございます。代表監査委員の井ノ口でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、平成２０年度の決算審査につきまして、

ご報告を申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５

項並びに地方公営企業法第３０条第２項の規定によ

り、豊後高田市長より、平成２０年度豊後高田市一

般会計、特別会計及び水道事業会計の歳入歳出決算

が審査に付されましたので、ご報告申し上げます。 

 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づく書

類が審査に付されましたので、併せてご報告申し上

げます。 

 審査の方法は、各会計の歳入歳出決算書、同事項

別明細書、実質収支、財産に関する調書及び各種基

金の運用状況を示す書類につきまして、歳入歳出簿、

その他関係書類と照合するとともに、予算執行状況

並びに財産及び基金の管理状況について、関係諸帳

簿との照合、係数の分析、前年度との比較を行い、

関係各課による事情聴取等も行いました。 

 その結果、各会計の歳入歳出決算書及びその他関

係書類は、関係法令に準拠して作成されており、係

数は関係書類と符合し、正確、適正に事務処理され

ています。 

 なお、健全化判断比率におきましては、早期健全

化基準内であり、良好な状態であります。資金不足

比率につきましても、資金の不足額はなく、良好な

状態であると認められました。 

 詳細につきましては、お手元にお配りしておりま

す別紙意見書のとおりであります。 

 以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（鴛海政幸君）  しばらく休憩いたします。  

     午前１０時４４分 休憩 

     午前１０時４５分 再開 

○議長（鴛海政幸君）  休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 次に、これより第５０号議案から第６１号議案ま

で及び報第１２号から報第１５号までの質疑に入り

ます。 

 初めに、議員各位にお知らせをします。 

 質疑及び質問に関連して、２２番大石忠昭君から

資料要求があり、市長に提出依頼をしたところ、お

手元にお配りのとおり提出がありましたので、ご了

承願います。 

 次に、この際、議事整理のため申し上げます。 

 各議員の発言は、申し合わせの発言時間において

お願いいたします。また、質疑は通告に基づき行っ

てください。 

 なお、執行部は、質疑通告のない事項及び聞き取

り時になかった事項について質疑があった場合は、

議長にお知らせください。 

 議案質疑通告表の順序により、発言を許します。   

 ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君）  皆さん、おはようござい

ます。日本共産党の大石であります。 

 議案質疑並びに関連の一般質問をいたします。 

 今朝、議長にお話をしましたが、市民にわかりや

すくするために、関連一般質問は、その議案質疑の

あと、通告書はずらっと並べて書いていますけど、

一つ一つあわせて質問もしたいと思いますので、答

弁のほうもあわせてしていただきたいと思います。 

 最初が第５０号議案、これは、補正予算なんです

けれども、今回、交付金を活用して緊急雇用創出事

業の予算が出されておりますが、これは、新たに３

２人を雇おうと、その賃金の予算総額が１，８８６

万提案をされています。 

 私は、これだけ不景気で仕事がないときですから、

仕事を求めている方々に、やっぱり公平に採用の条

件を与えてもらいたいと思うんです。これまでも、
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この種の事業を実施をしておりますけれども、一部

の事業で、市内に適任者がいながら、なんで宇佐市

の市民を雇ったんかという形で、関係者から随分市

議会議員がチェック能力はないんじゃないかと、もっ

と議会はチェックせんとおかしいんやないかと、市

長の言いなりになるなという批判があっております

ので、だれが見ても、新たに雇う３２人については

公平な方法で採用していただきたいと思うんですけ

れども、どういう考え方なのか、説明をしていただ

きたいと思います。 

 次が、市営住宅の管理費の中で、市営住宅の管理

推進委員なるものを１人雇うということになってお

るんですけれども、その方はどういう業務をさせる

つもりなのかですね。一般質問としては、今後、私

どもも宣伝カーで回っておりましても、何人かの、

何箇所かの住宅で、もうなかなか市に要望するんだ

けども、営繕、予算がない、予算がないと言ってやっ

てくれないんだという切実な声を聞かされるんです。 

 よってですね、そういう調査推進委員なるものを

雇った以上は、調査をしたら、その調査に基づいて、

やはり営繕計画を作って、早急に実施をすべきだと

思うんですけれども、来年度からも予算を増額する

し、年次計画作ってやるというような、だれが見て

も公平な方法で、やっぱり緊急度の高いところから、

市営住宅、入居者の環境を整備するために努力して

もらいたいと思うんですけれども、考え方をお尋ね

したいと思います。 

 次が、６５号議案についてなんです。 

 いろいろ今回議案が出されておりますけれども、

私、総務委員ですので、総務委員会で議論できるも

のについては本会議での質問をいたしません。よっ

て、決算の議案についていくつか質問をしたいと思

うんです。 

 一つは、基金の問題なんですが、市にはなかなか

予算ないないと言いながら、実際には、前の年に比

べてみましたら４億６，０００万円基金が増額され

ておりまして、基金の総額は６０億円を超えていま

す。 

 ところが、その利息を調査してみますと、安いと

ころでは０．２５パーセント、一番高いところでも

１．２パーセントです。大半のところが、０．４パー

セントから０．４５パーセントの利息で、市は６０

億円を貸しつけています。預かってもらっています。 

 しかし、今度は、そのあとの質問である、市は大

きな借金しとるんですけれども、その借金をしてい

る利息との差が、あまりにも極端に大き過ぎるわけ

です。これを縮めれば、借金の利息は安くしてもら

える、預けている金は上げてもらえば、その分、市

の財政に寄与できると思うんです。 

 よって、この点については、これまでも何度か、

永松市長にかわってからも質疑をしてきましたけれ

ども、どう考えているのか。県内でもいろいろ自治

体によっては努力している自治体があります。 

 次は、借金のほうなんですけれども、借金の総額

は１９４億円です。いま、昭和の町で、また、桂橋

や中央公園の整備、永松市長になって次々大きいこ

とをやってくれてと。しかし、市長がやめたあと、

市民に大きな借金かろわされたという批判の声もあ

るんですけれども、なんと１９４億円の借金になり

ました。利息を計算してみましたら、年間３億円の

利息を負担させられています。 

 よってですね、この借金の利息は高過ぎる、預け

とる金は安い、この差が大きいので、この借金して

いる利息も下げられない。いわゆる高いものについ

ては、繰上償還をするように何度も問題にしてきま

して、これで、前の倉田市長時代に、よしわかった

と、やろうということでやりまして、これは大きな

新聞記事になりまして、佐々木県議が、「大石さん、

これはあんたのヒットやなあっち、これは大いに宣

伝しなさい」と、お褒めのことばを佐々木県会議員

からもいただいたことがあるんですけど。 

 その後、ずっと引き続き繰上償還やってきまして、

随分市は助かっています。 

 それでも、なお、５パーセントを超える借金があ

りますので、そういうものについては繰上償還をし

て、あるいは、安い利息と切りかえて、財政問題解

決に努力をすべきだと思うんですけれども、見解を

求めます。 

 次が、市営住宅の家賃なんですけれども、これが、

もう３，０００万を超えています。普通、民間の住

宅に入っている人から見ると、市営住宅のほうが家

賃は安いのに、何年間も滞納しておっても、それで

入居できるちゃいいなあと、市は楽なもんじゃなあ

と、こうなっているんです。私どもは、強制的に退

去しろということは言いません。県のほうはかなり

強制的に退去するようになりましたけど、それは、

退去させることが目的じゃなくて、なぜ払えないの

か、原因を徹底調査をして、やはり所得の低い、い

わゆる月々の収入の低い方については、いまの家賃

の条例の中でも減免制度を徹底すれば、家賃は半分
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以下に下がるわけだから、そういう制度を活用して

やるべきだと思うんです。 

 よってですね、あなた方は、この原因と対策につ

いてどう考えているのか、それから、減免対策につ

いても、やっぱり対象者には周知徹底させて、申請

制度ですが、申請してもらってですね、そのかわり

納めてもらうと。そして、収納率を向上するという

努力をすべきだと思うんですけれども、見解を求め

ます。 

 次は、同和事業で実施をしました、住宅の新築資

金の貸付事業についてなんです。これは、基本的に

は永松市長の責任ではありません。佐々木市長時代

からの事業なんですから、倉田市長時代にこれを廃

止しましたけれども、その佐々木市長時代の、この

遺産がいまも受け継がれているんです。 

 しかし、私調査してみましたら、永松市長にかわっ

てからも、最初の内は張り切りまして、そりゃ、そ

のとおりじゃ、こんなばかなことがあるかというこ

とで、職員にハッパをかけて、かなり収納率が上がっ

たんですけど。もう、そのごろ、最近ではもう慣れ

あいになってしまって、もうほとんどやられてない

んだけれども、このいま問題になっている、この議

案で問題になっている平成２０年度１年間で、長期

滞納者が５，９００万あるわけです、こげつきが。

その５，９００万の中で１８人おるんですけれども、

実名上げれば１８人対象があるんですが、その１８

名の中で、１年間で何人の方が合計いくら滞納整理

に応じてくれたのかもうちょっと明確にしてもらい

たいし、あとできないということはなぜなのかとい

う、この原因対策について説明をしていただきたい

と思います。 

 次が、市長の交際費であります。 

 交際費の中で、今回、大した交際費使っておりま

せんけれども、私は、公平な使い方をしていただく

ために、前回の議会で一般質問やりましたけど、市

長がまともな答弁しなかったので、改めて、事実に

基づいて、指摘をして改善を求めたいと思うんです。 

 私の調査によりますと、市長は、交際費を使って

の香典は５，０００円をお配りしたのが２４人、１

万円が８人あります。一方、議長について、この２

０年度の１年間、５，０００円お届けしたのが１２

人あります。議長については、それぞれ５，０００

円に限られているようです。市長のほうは、１万円

と５，０００円というふうに差があるんですけれど

も、これは、どういう、決算の議案ですから、どう

いう基準で５，０００円、１万円ということになっ

たのか、ちょっと基準を市民にわかりやすく説明し

てもらいたいと思います。 

 それに関連する一般質問なんですが、市長が葬儀

や初盆にお参りをする、その基準というのは、担当

に聞いてみたら、香典届けているとこは大体参った

んじゃないかと言うんやけども、この前の市長の質

問では、私はどこに参ったか覚えてないみたいなこ

とを言うから、だから、私は市長車の運行日誌を取っ

て、いま分析をしているんですけども、今日はやり

ません。 

 そんなことを言うと、知りませんという答弁はな

いんです、市長。だから、私は問題にしているのは、

いままでのことを問題にしたんじゃないんですよ。

むしろ、この前問題にしましたように、岩永元議員

の葬式のことから問題になったんですけど、今後、

何とか公平に基準を設けてもらいたいちゅうのに、

何かあなたの答弁では、大石が、議員だけ参れ、ほ

かのところは参らんでいいみたいな質問するちみた

いなことを答弁しましたわね。だから、なんで市長

はちょっとヒステリーだなあというふうに市民の批

判がありましたよ。私はそんな質問してないですよ。 

 今後のためにやね、公平にやるために基準を設け

たらどうかと言っているんですよ。そうじゃないん

ですか。私はどうしろということを言ってません。

市長としての基準をどうしたら、設けてないといろ

いろな批判が出るよということで、私はいい意味で

提案しているんです。それはどうなのか、答えてく

ださい。 

 次が、知的障がい者の更生施設コスモスが改築さ

れまして、この改築をめぐっての寄付金問題、保護

者に強制寄付を押しつけるということはけしからん

ということで、議会で大問題にしまして、これは一

応撤回されました。 

 しかし、今回問題になっているのは、私とこにい

ろいろと言ってくるのは、ああ、それは次の一般質

問でやりますけれども、その改築工事に対して、市

は２０年度で５００万円の市独自の助成を出してい

ますね。私、調べてみますと、私なりに調べてみま

したら、入居者が、定数７０人に対して、豊後高田

市からの入居者は１１人、大分市が９人、宇佐市が

７人、杵築が７人、別府が６人、中津が５人、その

他いろいろあるんですけれども、７０人の定数に対

して、豊後高田市の方は１１人しか入居してないん

ですよね。しかし、それぞれ、ほんなら、大分や、



９月９日 

 - 10 - 

宇佐や、杵築や、別府や、中津が、それだけ入居し

ておるけれども、市独自に助成金を出したかと言う

たら、全然出してないですね。もちろん、要請もな

かったようなんです。 

 そうすると、なんで高田だけがそれだけ……豊後

高田市民が全部入っているおるわけじゃないんです。

なぜ市独自で、法的には独自の助成するような事業

ではありません。なぜ豊後高田市だけが、この施設

に５００万円の建設に対する助成を出したのか、

ちょっと市民がわかるように、説明をもう１回して

もらいたい。 

 一般質問ですね、これに関連する。それで、それ

だけ市の独自予算も出しておりながら、いままでは、

例えば食材、野菜とか、果物とか、魚とか、肉とか、

もうもろもろ。そういう７０人からの定数でおれば、

やっぱり年間にすれば、相当の金額になると思うん

ですが業者が納めておったと、業者は市会議選挙も

大いにやったそうなんですね。 

 ところが、市会議員選挙終わったあとにみんな切

られたということで、私のところに、これはいい時

期にやってくれんか、テレビでやってくれんかと言

うけど、今日はなんぼやっても録画放送はありませ

んけれども、配慮して、ここでやるんですけど、こ

れは配慮です。 

 よって、これはおかしいと思うんです。そうでしょ

う。それで、県外、市外の大手が全部納入すると。

地産地消と言いながらですよ、給食なんか教育委員

会が教育長以下、みんな地産地消ですよ、地元の物

を買いますよと買ってますよ。それを、この施設で

は、県外の施設に全部くらがえしてしまったと。 

 ごみもなんかいろいろあったようですけども。私

は、今日はごみのことを問題にしとるんじゃないん

です。その食材を、なんで選挙後、打ち切られてし

まったのか。これは、市が５００万円助成をした以

上は、やっぱり行政指導をして、これは地元の、こ

れだけ不景気で、地元の業者も売り上げがなくて困っ

てますよ。私の地元にも、その関係業者がおります

けど、ほんとに困ってますよ。あれだけ付き合いを

してきたのに、なんていうことかと。もう選挙だけ

しちゃったのにとかありますよ。それ、指導しても

らいたいと思うんですけど、市長、どうでしょうか。

これは大変な問題やありませんか。しかも、安く買

い入れる法はないんです。基準があるんでしょう。

食材はいくらいくらと。あるんですよ。それを引き

下げて、その差額分をねこばばするわけいかないん

です。安く買うことはないんです。１人当たりの基

準がちゃんとあるでしょう。食材と食材とにね。安

くするということは、その浮いた金をどうしたかと

いうことの疑問が出てきますわね。だから、市長、

ちゃんと、そういう疑惑が持たれないように、やっ

ぱり地元業者優先ということで指導してもらえませ

んか。 

 次が、乳幼児医療費についてです。 

 これは、かねてから、私ども日本共産党が問題に

してきまして、段々改善されましたけれども、例え

て、就学前までに無料化になったのは、今年の４月

からなんですよね。前年度なってないんですよ。前

年、いまのこの決算では。よって、聞きたいのは、

その２０年度で、これは半額事業なんだけども、市

の一般財源はどれぐらい使ったかということです。

これが、議案質疑。 

 一般質問では、やはり、こういう時勢ですから、

特に豊後高田の場合、人口動態見ましても、ほんと

若い人が少ないどころか、子どもたちがほんとに少

ないんですよね。だから、若い人たちが高田に住み

ついて、結婚して住みついて、子どもを安心して産

み育てる環境をつくるということは、やっぱり定住

対策としての柱なんですよね。そうでしょう。その

ためには、やはり、子どもの医療費というのは、経

済的負担が大きいんですよ。 

 しかし、いま、私がここで一般質問で問題にして

いる、この就学前までは４月からは無料になりまし

たけれども、あと、せめて小学校卒業まで実施でき

ないかという提起なんです。 

 これは、大した予算じゃないでしょう。市長がや

る気か、やる気がないかの問題なんです。全国調べ

てみましたけど、この部分というのは、就学前の予

算と予算費が全然違うんです。やっぱり病気になる

のは就学前の方のほうが多いわけです。だから、小

学校卒業までやったとしても、そう大した予算じゃ

なくてやれるんで、もう市の独自でやれとは……や

ればいいけれども、県に、市長としても、１４市の

市長を代表して、もう定住対策を昭和の町で頑張っ

てきたけれども、高田にみんな住みつくように、定

住対策で頑張っているんだと。若いお母さん方の経

済的負担を軽くするために、高田はやるんだと。だ

から、半分県が出してくれと、県の事業をやれとい

うことを、市長が先頭切ってやってもらえないかと

いう質問なんです。市長、どうでしょうか。 

 次が、ソフトボール場のことなんですけれども、
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中央公園に大型バスを１５台置く駐車場を作ると。

そのために、いまある公園を壊して、あの、いま、

公園の中に１５台の駐車場を作るわけですね。そう

することに伴って、いまありますソフトボール場、

これは市内のソフトボール場の中でも、公式試合が

できる公式のソフトボール場なんですよね、１箇所

しかないんです。これを廃止することになって、実

際には関係者等も全く協議もしていなかって、私が

大問題にしまして、そのあと協議が始まったようで

すけれども。私、今日問題にしたのは、ここの中央

公園の公式球場で年間どれぐらいの利用なのか、そ

の利用は、他のソフトボール場に比べてみて、利用

料が低いほうなのか、高いほうなのか、それをお尋

ねしたいんです。 

 次の関連一般質問では、もうどうしてもいま私が

言っても、これを食い止めることができないような

ので、代替措置として、現在あるソフトボール場を

整備する、草苗場になっているとこもあるようです

が、整備することと同時に、中核工業団地の上に丘

の公園といいますか、多目的広場があるんですけれ

ども、ここを、これ前、倉田市長時代から問題にし

てきたんですけれども、ソフトボール場を２面が充

分できますから、バックネットその他を作って使っ

てもらわないと、いま私の調査では、消防の出初式

は使っているけども、その他１年間はほとんど使っ

てない状態でもったいないんです。 

 それと同時に、いま、若者たちに大変人気のある

フットサルというスポーツがあるようです。これで、

いま、日出町で、二階堂が作ったので物すごく話題

になっているんですけれども、県北にいいのがない

んです。だから、あわせて、あの丘の公園には、面

積小さくできますからね、を作るべきじゃないかと

思うので提案いたしますが、どうなのか、見解を求

めます。 

 次が、学校図書費については、もう長くなります

ので、資料はいただきましたので、これ省略いたし

ます。取り下げいたします。 

 次は、国保税についてなんですけれども、あまり

にも高くて払えないで、もう何とかしてくれという

のは、今回８月の令書をもらって、多くの市民から

電話がかかってくる、宣伝カーで回っておってもつ

かまえられて、これは間違いじゃないかと、もう苦

情を訴えられました。 

 確かに、市長、一般市民の年間の収入、所得に比

べてみて、国保の支出負担割合ちゅうのがあまり大

きいんですよ。 

 ある、あそこはどこやったかね、羽根の下やった

か、もう泣きつかれましたよ、もううちの父ちゃん

こうなって、いま仕事がないんだけど、こうこうこ

うなんやって、もう払えないんやっち。もう、それ

もう大変な問題ですよ。死活問題になっているんで

すよ。 

 よって、今回の、この議案で出しております滞納

問題どうとらえているのか、不納欠損これだけあり、

滞納がこれだけあるということに対して、１億９，

０００万ですね、どうとらえているのか。今後、やっ

ぱり新政権に働きかけて、国から市に対する負担を

増やしてもらって、やっぱり一般市民に対する負担

を軽くするというのは、市長の仕事ですよ。私、も

う長いこと市会議員しておりまして、ほんとにこれ

は大変な問題だと思います。国の政治を変えないか

んと思います。 

 今度、民主党中心の政権に変わりましたから、こ

の際、市長、やっぱ市長が政治力を発揮して、堂々

と物を申してもらいたいんですよ。市町村としては、

大変なことなんやと。国の負担を増やせと、そして、

住民の負担を軽くすると、その先頭に立ってもらい

たいと思うんですが、市長の見解を求めます。 

 次が、６０号議案が水道問題です。 

 もう、あれが経ったけなあ。水道問題については、

もう簡単にしましょう。長期滞納者の一覧をもらい

ましたが、この結果を見て、２０年度を１年間で、

長期滞納が少しは片づいたのか、あるいは、新たに

もう増えているのか。それで、その増えているとい

うことになると、要因をどう考えているのか、ちょっ

と説明してもらいたい。片づかないちゅうことにな

ると、なぜ片づかないのかも説明してもらいたい。 

 次は、一般質問で、長期の滞納者については別扱

いなんだと、新たに水道料金を滞納した人は水を止

める、止めるぞということでおどしをかけているわ

けです。もう、そりゃ、大変な大争議になっている

でしょう。これ、データももらいましたけれども。

私は、その中でも、ほんと悪質滞納者はそりゃわか

りますよ。でも、明日の飯さえない人だっておるわ

けでしょう。もう、それをおどし上げるようなこと

だけは、やめるべきだと思うんですよ。 

 市長、これは、市長の政治的配慮で、やっぱり、

その実態を掌握してもらって、もうちょっと待つと、

いま現金なくても、あとどうかするからということ

で、国民健康保険証については、高田の場合は、現
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金なくても、よし、ならあるときになったら何とか

しようと言うたら、国保手帳渡して、基本的には病

院に行けるようになっているんですよ。だから、水

道についても、やっぱり穏便な方法を、柔軟な方法

を取るべきだと思うんですけれども、これは、市長

の政治的配慮にかかっているわけよね。その辺の見

解を求めて終わりたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（鴛海政幸君）  大石議員に、ちょっと通告

じゃなくてお尋ねします。 

 妊婦検査についての質問がありませんですが、も

う、それでいいですか。 

○２２番（大石忠昭君）  ああ、ちょっと、それし

たいなあ。すみません。ちょっと。議長、ありがと

うございました。 

 妊婦健診についてですね、２０年度の実績をどう

見るのか説明してもらって、２１年度については、

１人１１万８，０００円の補助金や交付金がついて

いるんですから、関連一般質問で、やっぱり１４回

分完全無料にすべきだと思うんですけども、もう一

度、市長の見解を求めます。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  商工観光課長佐藤之則君。 

○商工観光課長（佐藤之則君）  第５０号議案、緊

急雇用創出事業における雇用者の採用方法について

お答えいたします。 

 本事業につきましては、離職を余儀なくされた非

正規労働者、中高年齢者等の失業者に対しまして、

次の雇用までの短期の雇用、就業機会を創出、提供

することによりまして、生活の安定を図ることを目

的にしている。そういうことから、雇用者の要件と

いたしましては、失業された方が対象となっており

ます。 

 事業実施に当たりましては、民間事業者等への委

託事業と、市が直接実施する事業、この二とおりが

ございまして、いずれの場合もハローワークを通じ

まして募集するなど、広く公募することとなってお

ります。 

 なお、採用につきましては、事業要綱に基づきま

して、それぞれの事業主体が行うこととなります。

市が採用する場合はもちろんのことですが、委託事

業の場合でも、受託先に公正な観点で採用するよう、

それぞれの担当課を通じまして、指導しているとこ

ろであります。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  答弁をする執行部は、質疑

項目が大変大石議員は多いので、簡潔に答弁するよ

うお願いいたします。 

 建設課長野村信隆君。 

○建設課長（野村信隆君）  まず、第５０号議案の

市営住宅の管理費についてお答えいたします。 

 今回の緊急雇用創出事業を活用いたしまして、市

営住宅の管理及び地域住宅交付金事業の実施につい

て、さまざまな連絡調整及び意見の取りまとめ等を

行ってもらうために、専門の臨時職員を配置するも

ので、その方の賃金及び関係経費であります。 

 なお、雇用方法については、ハローワークを通じ

て募集してまいりたいと考えております。 

 次に、６０号議案の住宅使用料の滞納問題につい

てお答えいたします。 

 平成２０年度における住宅使用料の滞納総額は３，

０４５万５，８６９円となっており、その内訳は、

現在入居している方で２，１３８万３３９円、すで

に退去された方が９０７万５，５３０円となってお

ります。 

 また、滞納者の総数は１１７名で、その内訳は、

現在入居している方が７２名、すでに退去された方

が４５名となっております。 

 その原因についてはさまざまでございますが、今

後とも、滞納者については臨戸訪問はもちろんのこ

と、保証人を含めた納付指導により徴収強化を図る

とともに、特に、悪質な場合は法的措置も検討する

など、鋭意回収に努めてまいります。 

 なお、減免制度につきましては、これまでも入居

のしおりにより周知をしてきましたが、再度周知に

努めたいと思っております。 

 次に、住宅新築資金貸付金についてお答えいたし

ます。 

 貸付金の滞納者には、臨戸訪問等により回収に努

めてきたところでございますが、平成２０年度にお

ける徴収金額については、４件で２万９，０００円

でございました。 

 滞納の理由としては、借受人本人がすでに死亡し

ているケースや、相続放棄、高齢により収入が少な

く、返済ができないなど、さまざまなケースがあり

ますが、本人はもとより、相続人や連帯保証人にも

返済を求めるなど、今後につきましても、鋭意回収

に努めてまいります。 

 次に、関連一般質問の市営住宅の営繕対策につい

てでございますが、年次計画により、地域住宅交付
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金事業を活用しながら、住環境の整備を行うととも

に、入居者からの修繕の申し出等により、市が行う

べき修繕については、速やかに対応しているところ

でございます。 

 次に、中央公園のソフトボール場についてであり

ますが、公園整備に当たっては、まちの中心部に位

置し、親子連れや多くの市民が集い、年間を通じて

遊び、楽しめる子どもたちのための公園整備が必要

と思われます。 

 現在のソフトボール場の利用状況でありますが、

土、日の利用が主であり、バックネットや防球フェ

ンス等により、常時閉鎖されており、利用効率は決

してよいとは言えません。 

 ソフトボール場については、存続を望む声もあり

ますが、見通しのよい、明るい公園への整備を望む

意見が多く、いつでも子どもたちが自由に遊べる場

所の整備を目的に、広大な芝生を敷き詰めた子ども

スポーツ広場として再整備を行うこととしました。 

 今回のソフトボール場の廃止については、これま

で利用されてきた団体の方々にも、市内の他のグラ

ウンドの利用促進をお願いし、代替としての使用で

きるグラウンドの選定、施設等の整備などについて

関係機関と協議を行うことにより、利用者へのご理

解をお願いしてまいりたいと考えております。 

 また、丘の公園の利用につきましては、今後、整

備の必要性等についても検討を行ってまいりたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  会計管理者兼市参事兼会計

課長安東洋義君。 

○会計管理者兼市参事兼会計課長（安東洋義君）  第

６０号議案の内、基金利息についてお答えします。 

 基金に属する現金につきましては、最も確実かつ

有利な方法で保管することを基本とし、指定金融機

関等へ預金することにより、管理しているところで

ございます。 

 その内訳といたしましては、無利息ではあります

が、元本保証され、安全性が保たれる決済制預金と

利息収入が見込める定期預金等に分けて保管をして

おり、金融機関からの借入金とのバランスを見なが

ら、適宜可能な限り、定期預金等への切りかえを行っ

ているところでございます。 

 基金利息につきましては、元本金額が大きい分、

利息収入に大きな影響がございますので、金融機関

に対して、通常の利息よりも少しでも上乗せするよ

う交渉していくなどの働きかけを今後も行い、歳入

確保に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  財政課長増田正義君。 

○財政課長（増田正義君）  第６０号議案の内、繰

上償還についてお答えします。 

 高い利率の借入金につきましては、平成１９年度

に創設された国の公的資金保証金免除繰上償還の制

度により、繰上償還を実施しているところでござい

ます。 

 この公的資金保証金免除繰上償還は、実質公債費

比率、経常収支比率、財政力指数、合併の有無等、

一定の条件を満たす地方公共団体を対象に、平成１

９年度から平成２１年度までの３年間、年利５パー

セント以上の旧資金運用部資金等の公的資金の繰上

償還を行う場合、補償金が免除されるというもので

す。 

 従来は、公的資金の繰上償還を行う場合は、利子

相当分を補償金として支払わなければなりませんで

したが、この制度により補償金が免除され、繰上償

還または低い利率で借り換えることが可能となりま

した。 

 本市においても、国の承認を受け、平成１９年度

から繰上償還を実施しており、平成１９年度は２，

５３５万円、平成２０年度は８，７０９万円の繰上

償還を行ったところでありまして、最終年度となる

平成２１年度につきましても、１億１，６２０万円

の繰上償還を行い、公債費負担の軽減を図ります。 

○議長（鴛海政幸君）  総務課長桒原茂彦君。 

○総務課長（桒原茂彦君）  大石議員の第６０号議

案に関する質疑の内、２０年度の交際費についてお

答えいたします。 

 まず、支出の判断基準でございますが、香典やお

供えは基本的に役職などを中心にした考えで、支出

いたしております。 

 なお、香典の金額の違いにつきましては、先程も

申し上げましたように、役職等を基本に判断をいた

しておりますので、よろしくお願いします。 

 次に、関連一般質問でございます、葬儀や初盆家

庭へのお参りの基準についてお答えいたします。 

 葬儀出席の基準につきましては、前回の定例会に

おきましてご答弁申し上げましたとおり、基本的に

役職を中心にした考えで出席をいたしております。 

 しかしながら、現実問題といたしまして、全部を

把握するというものはなかなか厳しい面もございま



９月９日 

 - 14 - 

すので、いま申し上げました基準と申しますのも、

あくまで基本的なものとしてご理解いただきたいと

存じます。 

 なお、初盆家庭へのお参りの基準につきましては、

葬儀出席と同様の考えでお参りさせていただいてお

りますが、今日はできるだけ控えるようにいたして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  福祉事務所長安東良介君。 

○福祉事務所長（安東良介君）  第６０号議案につ

いての、障害者支援施設コスモスの改築に伴う、市

の助成金と施設への食材の納入についてお答えしま

す。 

 本年の第１回定例会でもご答弁申し上げましたよ

うに、これまで、市内の社会福祉法人が、施設の新

築や建て替え等を行う場合には、社会福祉法第５８

条第１項及び豊後高田市社会福祉法人に対する助成

の手続に関する条例に基づき、市が、その工事費の

一部を助成してきたところでございます。 

 障害者支援施設コスモスにつきましても、市内で

唯一の知的障害者更正施設として、これまで障がい

者福祉の推進に大きな役割を担ってきたことから、

老朽化に伴う改築に係る工事費の一部を、社会福祉

法人育心会に対し助成したものでございます。 

 次に、関連一般質問部分の行政指導についてでご

ざいますが、社会福祉法人に対する指導、監督につ

きましては、県の所管するところでございまして、

法人の役員、施設の整備や運営、施設利用者の処遇

など指導監査するようになっております。 

 市といたしましては、食材等の購入については、

安全・安心な食材の確保、地産地消の観点などから、

市内業者との取り引きしていただいたほうが望まし

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  子育て・健康推進課長安東

道男君。 

○子育て・健康推進課長（安東道男君）  第６０号

議案の乳幼児医療費の助成についてお答えします。 

 平成２０年度の乳幼児医療費給付費の総額は３，

３３４万７，８７３円で、そのうち市の負担額につ

きましては１，９０６万９，８７３円となっており

ます。 

 次に、関連一般質問の医療費を小学校卒業まで無

料にすべきということについてお答えします。 

 本市では、子育て家庭の経済的支援策として、平

成１９年１０月１日より、３歳未満の児童までを対

象に医療費の無料化を実施し、さらに、本年度４月

１日より、就学前までの児童の無料化拡充を実施し

たとこでございます。一部の市町村では、小・中学

生まで実施しているところもありますが、現時点で

は、小学校卒業までの無料化については考えており

ません。 

 ただ、大分県におきまして、医療費の助成につい

て、入院のみではありますが、助成対象を中学生ま

で拡大するよう検討していると聞いております。そ

ういうことから、県の状況を見ながら、検討してま

いりたいと考えております。 

 続きまして、妊婦健診の人数及び金額についてお

答えします。 

 平成２０年度の実績では、母子健康手帳交付人数

は１５１人で、妊婦一般健康診査の受診件数は延べ

７５８件、健診に係る費用額は４１５万５，８８０

円でした。 

 次に、関連一般質問の妊婦健診の完全無料化につ

いてお答えします。 

 先の議会でもご答弁申し上げましたように、従来

５回の公費負担をもって実施しておりました妊婦健

診を、国は緊急経済対策の一環として、１４回の妊

婦健診を公費負担で実施することとし、本年４月よ

り実施しているとこでございます。 

 健診に係る費用の内訳でありますが、従前の５回

分は、すでに交付税措置となっており、今年度より

増加した９回分の２分の１が補助で、残る２分の１

が交付税措置であり、２２年度までの２年間の時限

措置となっています。 

 妊婦健診は、妊娠中の母体や胎児の管理のために

大変重要なものであるということは言うまでもなく、

補助事業の期間だけ充分な健診をして、補助金がな

くなれば、公費助成回数を減らすということは、あ

り得ないことと思っております。安心・安全な出産

のためには必要な施策でありますし、このようなこ

とを考えますと、この措置そのものは、景気対策と

してはそぐわないものだと思っております。 

 そのようなことから、大分県の場合、県、市町村

及び医師会と協議を行った結果、今後とも継続でき

る措置として、健診内容及び金額を統一して、将来

にわたり必要な健診に係る費用をでき得る限り補助

したいという考えの下、実施してきたところでござ

います。 

 この実施状況を踏まえ、現在、大分県全体で妊婦
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健康診査の検査項目についてどうすべきかというこ

とを議論しているところでございます。また、国に

対しましても時限的な措置ではなく、継続的な財源

措置を講ずるよう、市長会等を通じて、国に要望し

ているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  教育庁学校教育課長早田義

司郎君。 

○教育庁学校教育課長（早田義司郎君）  ６０議案

の内、ソフトボール場の使用についてお答えいたし

ます。 

 昨年度の利用につきましては、２６団体で８０回

の使用があり、利用人数は３，７２６人でありまし

た。 

 また、他のグラウンドにつきましての利用状況で

ありますが、高田市民グラウンドは、利用回数が２

６９回で６，０１５人、真玉市民グラウンドは９３

回で２，０５９人、香々地市民グラウンドは８３回

で２，７８７名であります。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  市参事兼税務課長尾造正直

君。 

○市参事兼税務課長（尾造正直君）  それでは、国

保税の不納欠損が約９００万、滞納総額は約１億９，

０００万となっている原因と対策についてお答えを

いたします。 

 まず、国保税の不納欠損についての内容でありま

すが、件数５１０件、世帯数にして１１７世帯であ

ります。 

 これまで、納入催告をする中で、資産、預金調査

等を実施して、滞納処分停止分を含め時効中断が困

難なものについて、やむを得ず、地方税法の規定に

より不納欠損処分をしたものであります。 

 欠損理由の内訳でありますが、居所不明、死亡、

生活困窮世帯で、そのうち８５パーセントの世帯が

生活困窮であります。 

 次に、収入未済額が１億８，６５６万２５６円で

ありますが、内訳は現年滞納分が４，９０７万２，

１３０円の４５８世帯、滞納繰越分が１億３，７４

８万８，１２６円の５７６世帯であります。 

 国保税の滞納の要因は、近年の景気低迷による経

済不況や、その影響で、解雇等により国保加入され、

前年所得課税のため、急に国保税への負担が増加し

たことなどにより、納税資金に不足を来たした方な

どが滞納の主な要因であります。 

 このような景気下降局面の中、派遣切りや会社都

合による解雇者に対し、厚労省から離職者に係る保

険料の減免推進の通知があり、当市も対象者を抽出

し、７４名の方に、平成２１年度国保税及び住民税

の減免申請の案内をしましたところ、３３名の方が

減免申請をしまして、減免該当者が２９名で、国保

税減免減額総額が約３７０万となりました。今後も、

随時対象者があれば対応してまいりたいと思います。 

 次に、滞納整理の対策でありますが、長期にわた

る滞納者や負担能力があるのに納めない方には、納

税相談の中で分割納付誓約書を提出していただき、

計画的な納税をお願いし、時効中断の措置を取って

おります。 

 また、平成１８年度から３年間、国保連合会の徴

収強化対策事業の中で徴収専門アドバイザーの派遣

をいただき、さらに、大分県税務職員派遣事業で、

平成１９年度より３年間、月に５日間、６ヶ月にわ

たり徴収業務援助をしていただく中で、滞納処分の

強化に向け、差し押さえ動産のインターネット購買

の実施や給与、年金、預金及び不動産の差し押さえ

を実施しております。 

 その効果により、平成２０年度には、国保税につ

いては１，１００万円程度の差し押さえをしている

ところでございます。加えて、徴収職員のスキルアッ

プを目指し、県及び全国主催の徴収業務の研修に積

極的に参加し、徴収強化に向け、取り組んでおりま

す。今後も、市税も含め、自主財源の確保及び税負

担の公平性の実現に向け、適切な滞納整理を実施し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  保険年金課長南松豊久君。 

○保険年金課長（南松豊久君）  第６０号議案の関

連一般質問の中で、国保税に関する国の負担を増額

するよう新政権に働きかけるべきではないかの質問

にお答えいたします。 

 国民健康保険制度は、農林水産業者や自営業者を

中心とする制度として創設されましたが、他の医療

機関に属さない人すべてを被保険者としているため、

高齢化や産業構造の変化等の影響を受けやすく、制

度発足当時と比べ、無職者の割合が増加し、自治体

間において保険税に大きな格差が生じています。ま

た、保険給付に必要な財源は、公費と加入者による

保険税であることから、税の未収額が生じることに

なれば、被保険者の税負担が増加することにもつな

がります。 
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 このようなことから、市長会においては、当面の

財政措置の拡充及び制度運営の改善として、高額医

療費共同事業、保険財政共同安定化事業、保険基盤

安定制度等について、平成２２年度以降も引き続き

継続するとともに、充分な財政措置を講ずること、

さらには、給付の平等、負担の公平を図り、安定的

で持続可能な医療保険制度を構築するため、国を保

険者として、すべての国民を対象とした、医療保険

制度への一本化を図ることなどを、国に対して要望

しているところでございます。 

 また、大分県市長会としても、九州市長会への提

出議案の中に、国に対しては、給付の平等、負担の

公平を図るため、国を保険者とすること及び県に対

しては、総合的な対策を講じるための組織づくりを

検討するよう、働きかけをしているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  水道課長甲斐好信君。 

○水道課長（甲斐好信君）  第６１号議案、水道料

金の長期滞納者の収納状況についてお答えします。 

 水道料金の滞納者の方には、これまで、催告書の

送付、戸別訪問などにより、未収金の回収に努めて

きたところでございます。 

 平成２０年度現年度分の収納額につきましては２

億２０３万２，１５０円であり、平成１９年度と比

較して、調定額が４万１，８２０円減少しているに

もかかわらず、収納額は１４万７，７４０円増加し

ております。 

 これを収納率で見ますと、平成２０年度現年度分

は９８．４パーセントであり、平成１９年度９８．

３パーセントと比較し、０．１ポイント向上してお

ります。 

 また、平成２０年度過年度分の収納額につきまし

ては１５３万７，４８０円であり、平成１９年度と

比較して５８万５，６７０円、約６２パーセントの

増加となっております。 

 これを収納率で見ますと、平成２０年度過年度分

は１０．６パーセントであり、平成１９年度分７．

９パーセントと比較し、２．７ポイント向上してお

ります。 

 次に、長期滞納者についてでございますが、滞納

期間が１年以上の滞納件数で見ますと、平成１９年

度末が１２８件、平成２０年度末が９６件で、約２

５パーセント減少をしております。このうち、現在

３９件の水道料金納入予定書による納入計画を立て、

２４万９，６６０円の支払いをいただいております。 

 現在、水道を利用されている長期滞納の方につき

ましては、現年度分のほか、納入相談や納入予定書

などにより、順次過年度分をお支払いいただいてい

る状況でございます。 

 しかしながら、以前として未収金があることから、

引き続き、粘り強く催告通知、電話または戸別訪問

や納入相談などにより、回収に努めてまいりたいと

考えているところでございます。 

 次に、関連する一般質問についてお答えします。 

 何らかの事情により、水道料金のお支払いに支障

を来たしている方につきましては、給水停止を例外

なく実施するのではなく、納入相談等をお受けしな

がら、水道料金納入予定書よりお支払いを猶予する

など、実情に応じた対応をしているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  大石議員に通告します。発

言時間が、ご承知のように残り少なくなっておりま

すので、簡潔にお願いをいたします。 

 ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君）  本当に時間がなくて残念

ですけれども、ちょっと、１、２点したいと思いま

すので、明確にお答えください。 

 一つは、同和資金について１８人の方が長期滞納

なんですけれども、答弁にあったように片づいてい

ません。中でも、私の独自調査で明らかになったの

は、元、市の管理職の職員の父親と兄貴名義のもの

も長期にこげついたままであります。これは、この

資料を見ますと、相続人が低収入とか、あるいは、

高齢者で収入がないからだということになっている

んですけれども、そういうことで済まされるのか。

やっぱり退職金も数千万もらっとる以上は、その、

元管理職の方が同義的責任があるんじゃないですか。

それは、その辺の、なぜ詰めができないのか、その

方を市のまた職員として雇ってるじゃないですか。

そのため、私のところに６人から、おかしいと、市

は、市長は何ち考えとるんかという意見が上がって

おります。そういう事実があるでしょう。そのこと

についてどう考えているのか。雇った以上は、その

給料から引くなりして、もうおやじの分、しかも、

その人は、そのおやじの家にまた自分が住宅建てて

やっとるじゃないですか。それ、許されることじゃ

ないと思うんですが、もうそれをどうするのかです

ね。 
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 それから、コスモスの問題で、市長、その行政指

導できないですか、５００万助成しながら。所長が

地産地消や地元の業者を優先することが望ましいと

言うけど、望ましいなら指導してもらいたいんです

よ。普通、社会的常識がある人なら、その答弁聞い

たらそうしますけど、なかなかそういうことになら

ないようなので、市長から、ひとつ答弁をしてはっ

きりさせてください。指導してもらいたいと思いま

すが、どうでしょうか。 

 それから、子どもの医療費の問題や乳幼児助成の

問題なんかは、やっぱり市長が政治力を発揮して、

ちょっと国で、市長会で云々ぐらいじゃないで、市

長会の中でも手を挙げて、率先して発言をして、リー

ドすると。子育て支援では……、昭和の町では有名

になったけれども、子育て支援でも豊後高田の永松

市長は大したもんだと言われるぐらいやってほしい

と思うんですが、どうでしょうか。 

 以上であります。 

○議長（鴛海政幸君）  市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それでは、まず、私のほう

から、乳幼児医療等のことについてお答えいたしま

す。 

 この乳幼児医療の助成の拡大なんですけども、こ

れは、皆さんご存じのように、日田市長、前市長が

選挙の時に、中学までという話。そして、九重町長

さんが、橋で儲けたからという、そういうふうな話

の中で出てきた問題でありますけれども、乳幼児医

療、こういうものは全体としては、やはり国が見ら

なきゃならんと思っております。 

 それと同時に、県下でいろいろ違うのはおかしい

というのは、私も県のほうに言いましたし、これか

らも言っていこうと思っています。というのは、や

はり、我々が先般の県の指導によってやったけれど

も、現実には、それを守るところはなかったという

ところでございます。 

 こういうものの中で、たくさん中学までやるとい

うのが一番いいことでありまして、そういう面の中

で、ただ、そこ辺をどこまでやるか、私どもの少な

いところと今度は多いところと、その差が出てきま

す。だから、逆に大分市なんかが今度大変なことに

なるということもあるわけであります。そこ辺のも

のは、市長会もだいぶん話が出ましたし、県にも、

やはり全市市長が守れるような、そういうような補

助制度をつくれということを、これから言っていき

たいと思っております。 

 それから、医療費等につきましても、これはおっ

しゃるとおりで、私も、やはり、今回の場合で、大

分県、高田の場合は、大分県は医療費が高くて全国

で７位ぐらいです。その大分県７位の医療費の内で、

私ども、その平均をまだ上回っているという、医療

費が高い。それと同時に、先程も、課長が話しまし

たように、やはり国民健康保険対象の人というのは、

やはり離職者とか、そういう人たちが多いし、高田

のほうも高所得者がやはりあまりいらっしゃらない。

そうすると、その人たちの税収がないということに

なりますから、やはりみんなに影響が多くなるとい

う。これは全体的には国民健康保険税、大分県全体

とも高いわけであります。だから、後期高齢者は県

全体でやっています。それでも、だいぶん助かって

いるんですけども。これから、これを後期高齢者と

同じように県でやれば、今度は大分県が大変になっ

てくる。だから、やはり三つとも、そういう面では

いっているようにありますけれども、少子化対策と

か、医療対策とか、教育とかいうのは、やはり国が

やって、やはりどこの市に住もうが同じ状況で受け

られるというのが、これは当然だと思います。 

 そういう面では、私も微力ながら、そういうふう

にやっていきたいと思っておりますし、それから、

社会福祉法人の関係でございますけれども、これは、

この市内で建てていただいている人たちに対しては、

前々から補助金として差し上げている。そういう面

の中で、希望としては、そういうものはありますけ

れども、ただ、これは各企業、やはりちゃんとそこ

辺のものは、経営者の人たちでありますので、そこ

辺のものをお願いはするにしても、やはり全体的な

ものとしては、なかなかできないし、そういうこと

には、各、他の社会福祉法人がどうなっているかと、

そういうふうなものも調べておりませんので、そう

いうことはできないと、私は思っております。 

 以上でございます。 

（○２２番（大石忠昭君）  今度は一般質問でやり

ます。次にな。） 

○議長（鴛海政幸君）  建設課長野村信隆君。 

 簡潔に答弁してくれ。 

○建設課長（野村信隆君）  大石議員のご質問にお

答えします。 

 住宅資金の回収につきましては、貸付契約により

債務者に請求することが相当であると思いますので、

そのような対応をしてまいりたいというふうに思っ

ています。 
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（○２２番（大石忠昭君）  何かわからん、もっと

大きな声でやってみな。質問に答えて。そんな人を

職員雇っちょって問題ないんかいちゅうんじゃ。答

弁なってない。） 

○議長（鴛海政幸君）  質問が終わったら、あんた

下がりなさい。 

 （笑声） 

（○２２番（大石忠昭君）  質問終わったら。） 

○議長（鴛海政幸君）  質問じゃない、答弁が。 

 （笑声） 

○議長（鴛海政幸君） これにて質疑を終結いたし

ます。 

（発言する者あり） 

○議長（鴛海政幸君） ただ今議題となっておりま

す第５０号議案から第５９号議案までについては、

お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、そ

れぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

 静粛にお願いします。 

○議長（鴛海政幸君）  日程第４、決算審査特別委

員会の設置及び委員選任についてを議題といたしま

す。 

 おはかりいたします。 

 第６０号議案、平成２０年度豊後高田市歳入歳出

決算の認定について及び第６１号議案、平成２０年

度豊後高田市水道事業会計決算の認定については、

１０人の委員をもって構成する決算審査特別委員会

を設置し、これに付託の上、審査することにいたし

たいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、第６０号議案、平成２０年度豊後高田市

歳入歳出決算の認定について及び第６１号議案、平

成２０年度豊後高田市水道事業会計決算の認定につ

いては、１０人の委員をもって構成する決算審査特

別委員会を設置し、これに付託の上、審査すること

に決しました。 

 ただ今設置いたしました決算審査特別委員会の委

員選任については、委員会条例第７条の規定により、

議長が会議にはかって、指名することになっており

ます。指名の方法は、先例により正副議長及び正副

議会運営委員長で協議し、議長が指名することにい

たします。 

 （「議長、ちょっといいですか」と呼ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君） ちょっと待ってくれ。 

 協議のため、しばらく休憩いたします。 

（○２２番（大石忠昭君）  議長、配慮してもらい

たいんです。１０人なら、２０人の内の１０人だか

ら、共産党の大石も入れてほしい。私は、最近は１

回も入ったことないから、よそも議長配慮だけど、

やっぱ、そんなことないです。不公平な扱いは間違

いですよ。 

 私は、いまの続きをしたいので、決算委員会で続

きをしたいので、必ず入れてください。要望してお

きます。） 

○議長（鴛海政幸君）  はい、意見として聞いてお

きます。 

 休憩中の協議は委員会室で対応いたします。 

     午前１１時５２分 休憩 

     午前１１時５６分 再開 

○議長（鴛海政幸君）  休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 決算審査特別委員会委員を指名いたしますので、

事務局長に発表させます。 

 事務局長甲斐智光君。 

○事務局長（甲斐智光君）  それでは、決算審査特

別委員会委員の氏名を朗読いたします。 

 ２番成重博文議員、３番安達 隆議員、４番尾上

真一議員、７番中山田健晴議員、１０番土谷 力議

員、１３番後藤龍太郎議員、１６番川原直記議員、

１８番山本博文議員、１９番菅 健雄議員、２０番

堂園慶吾議員。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  おはかりいたします。 

 ただ今の諸君を決算審査特別委員会委員に指名す

ることにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君）  ご異議なしと……。 

 （発言する者あり） 

 （笑声） 

○議長（鴛海政幸君） 指名の方法に異議がありま

したので、改めて委員会条例第７条の規定により、

議長から指名いたします。 

 決算審査特別委員に、２番成重博文君、３番安達 

隆君、４番尾上真一君、７番中山田健晴君、１０番

土谷 力君、１３番後藤龍太郎君、１６番川原直記

君、１８番山本博文君、１９番菅 健雄君、２０番

堂園慶吾君を指名します。 

 おはかりいたします。 

 ただ今の諸君を、決算審査特別委員に指名するこ
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とに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立多数） 

○議長（鴛海政幸君）  起立多数であります。 

 よって、ただ今指名いたしました諸君を決算審査

特別委員に選任することに決しました。 

 決算審査特別委員会委員の方々には、休憩中に決

算審査特別委員会を開いて正副委員長の互選を行い、

その結果を報告願います。 

 会場については、委員会室にてお願いいたします。 

 しばらく休憩いたします。 

     午後 ０時００分 休憩 

     午後 ０時０８分 再開 

○議長（鴛海政幸君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 決算審査特別委員会の正副委員長の互選の結果に

ついて報告がありましたので、発表いたします。 

 委員長に１６番川原直記君、副委員長に７番中山

田健晴君。 

 以上のとおりであります。 

○議長（鴛海政幸君）  以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 次の本会議は、明日午前１０時に再開し、一般質

問を行います。 

 本日は、これにて散会いたします。 

     午後 ０時０９分 散会 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに

署名する。 

 

 

   豊後高田市議会議長  鴛 海 政 幸 

 

 

   豊後高田市議会議員  明 石 光 子 

 

 

       〃      土 谷   力 

 

 

 


